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１ 目 的 

  本実施計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６

条の規定に基づき、本市における令和７年度のごみの処理に関する事業計画を定めるもの

である。 

 

２ 計画期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 計画区域 

  三島市全域 

 

４ 計画対象の廃棄物 

  本計画において対象とする廃棄物（ごみ）は、家庭の生活活動に伴って生じる「生活系

一般廃棄物」と、事業者の事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の「事

業系一般廃棄物」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ごみ排出量の見込み 

                        （単位：ｔ） 

区分 可燃ごみ 不燃ごみ 合計 

生活系ごみ １９，１５０ １，９７５ ２１，１２５ 

事業系ごみ ７，２００ １０ ７，２１０ 

合計 ２６，３５０ １，９８５ ２８，３３５ 

※生活系ごみには、少量排出事業者が集積所に排出するごみを含む。 

※事業系ごみには、市内の美化活動や町内清掃に伴うごみ及び収集運搬業者が家庭から

収集したごみを含む。 

事業系一般廃棄物 

特別管理産業廃棄物 

生活系一般廃棄物 

特別管理一般廃棄物 

産業廃棄物 

一般廃棄物 

廃棄物 

（ごみ） 

（生活活動に伴って生じる廃棄物） 

（事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業

廃棄物以外のもの） 

（一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康または生活環境に係わる被害を

生ずるおそれのある性状を有するもの） 

（産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康または生活環境に係わる被害を

生ずるおそれのある性状を有するもの） 

（事業活動に伴って生じる廃棄物の

うち、法・施行令等で定める廃棄物） 
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６ 収集運搬計画 

 

 廃棄物の種類 
収集 

回数 
排出方法 排出場所 

収集運搬 

の主体 

生
活
系
ご
み 

燃えるごみ 
週２回 

市指定のごみ袋 
集積所 委託 

 剪定枝・木材 束ねる 

資源ごみ 

かん 

月２回 
市指定の収集容器 

（コンテナ） 
集積所 委託 

びん 

その他の 

燃えないごみ 

資源古紙 

新聞 

月２回 
紙ひもでしばる 

集積所 委託 

雑誌 

段ボール 

牛乳等紙パック 

ミックス古紙 紙袋等に入れる 

ペットボトル 月２回 
市指定の収集容器 

（青のネット） 
集積所 委託 

白色トレイ 

白色発泡スチロール 
月２回 

市指定の収集容器 

（緑のネット） 
集積所 委託 

危険不燃物 月１回 
市指定の収集容器 

（コンテナ） 
集積所 委託 

乾電池 随時 市指定の収集容器 集積所 委託 

廃食用油 随時 計量後、収集容器 拠点 委託 

水銀体温計等 随時 回収ボックス 拠点 直営 

小型家電 随時 回収ボックス 拠点 直営 

衣類等 随時 回収ボックス 拠点 委託・直営 

靴・革製品 随時 回収ボックス 拠点 直営 

ふれあいさわやか回収 週１回 市指定ごみ袋 戸別 直営 

粗大ごみ 随時 市指定の方法 戸別 直営 

自己搬入 随時 市指定の方法 清掃センター － 

事
業
系
ご
み 

可燃ごみ 
随時 許可業者指定の方法 戸別 許可業者 

週２回 市指定のごみ袋 集積所 委託 

不燃ごみ※ 随時 市指定の方法 清掃センター 
委託 

許可業者 

自己搬入 随時 市指定の方法 清掃センター － 

※事業系ごみの不燃ごみとは、市内の美化活動や町内清掃に伴う不燃ごみ及び収集運搬

業者が家庭から収集した不燃ごみを含む。 
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７ 中間処理計画 

 

⑴ 中間処理施設の概要 

 

①ごみ焼却処理施設 

施設名 ごみ焼却処理施設 

所在地 三島市字賀茂之洞４７０３番地の９４ 

処理方式 全連続燃焼式焼却炉（流動床炉） 

処理能力 １８０ｔ／日（９０ｔ／日×２基） 

 

②粗大ごみ処理施設 

施設名 粗大ごみ処理施設 

所在地 三島市字賀茂之洞４７０３番地の９４ 

処理方式 破砕選別方式（回転せん断衝撃式横型破砕機） 

処理能力 
回転式破砕 ５０ｔ／５Ｈ 

せん断式破砕 ５ｔ／５Ｈ 

 

⑵ 中間処理施設への搬入量の見込み 

 廃棄物の種類 搬入量（ｔ） 
残渣の量

（ｔ） 

中間処理 

の主体 
処分方法 

生

活

系

ご

み 

可燃ごみ １９，１５０ １，６１０ 
直営 

委託 

焼却 

減容・溶解 

圧縮 

不燃ごみ １，９７５ ７９０ 直営 
破砕・選別 

圧縮 

事

業

系

ご

み 

可燃ごみ ７，２００ 
生活系ごみに

含む 

直営 

委託 

焼却 

減容・溶解 

圧縮 

不燃ごみ １０ 
生活系ごみに

含む 
直営 

破砕・選別 

圧縮 
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８ 資源化計画 

 

種類 方法 計画量（ｔ） 

鉄・アルミ 
中間処理施設で圧縮後、再資源化業者へ 

引き渡し 
１，０００ 

資源古紙 再資源化業者へ引き渡し １，２４０ 

乾電池 再資源化業者へ引き渡し ５０ 

蛍光管 
中間処理施設で破砕後、再資源化業者へ 

引き渡し 
１０ 

生きびん 再資源化業者へ引き渡し ５０ 

その他のびん 再資源化業者へ引き渡し ９００ 

ペットボトル 
中間処理施設で圧縮後、再資源化業者へ 

引き渡し 
１７０ 

白色トレイ 

白色発泡スチロール 

中間処理施設で溶解インゴットへ加工後、 

再資源化業者へ引き渡し 
２０ 

剪定枝・木材 

木質系家具類 
再資源化業者へ引き渡し ６００ 

小型家電 認定事業者へ引き渡し ２２０ 

パソコン 認定事業者へ引き渡し ２０ 

衣類等 再資源化業者へ引き渡し ６８０ 

羽毛ふとん等 再資源化業者へ引き渡し ５０ 

靴・革製品等 再資源化業者へ引き渡し ７０ 

廃食用油 再資源化業者へ引き渡し ２ 

  合  計 ５，０８２ 
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９ 最終処分計画 

  

⑴ 最終処分施設の概要 

   ① 第１処分場 

最終処分場名 三島市一般廃棄物最終処分場（第１埋立地） 

所在地 三島市字賀茂之洞４７０３番地の１８ 

埋立面積 １２，３１１㎡ 

埋立容量 １６０，７１１㎥ 

残余容量 なし 

   ② 第２処分場 

最終処分場名 三島市一般廃棄物最終処分場（第２埋立地） 

所在地 三島市字賀茂之洞４７０３番地の２ 

埋立面積 ２，０１０㎡ 

埋立容量 １０，９４８㎥ 

残余容量 なし 

   ③ 第３処分場 

最終処分場名 三島市一般廃棄物最終処分場（第３埋立地） 

所在地 三島市字賀茂之洞４７０３番地内 

埋立面積 ９，８００㎡ 

埋立容量 ８１，６３０㎥ 

残余容量 １５，５１１㎥（令和６年１２月６日現在） 

   ④ 浸出水処理施設 

施設名称 三島市清掃センター 浸出水処理施設 

所在地 三島市字賀茂之洞４７０３番地の９４ 

敷地面積 １，７００㎡ 

プラント面積 ８５６㎡ 

処理方法 回転円板方式 

施設規模 １２０㎥／日 

 

⑵ 最終処分量の見込み 

廃棄物の種類 最終処分の主体 
発生量 

（ｔ） 

外部搬出 

（ｔ） 

埋立量 

（ｔ） 

セメント固化した 

焼却灰 
直営・委託 １，６１０ １，６１０ ０ 

不燃物残渣 直営・委託 ７９０ ７９０ ０ 
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１０ ごみ処理の基本方針と施策 

 

 ≪基本方針１.ごみの減量と資源化の推進≫ 

 

 ＜施策１＞排出抑制の推進（リデュース） 

   ・広報誌やホームページ等の多様な媒体を利用したごみ減量に関する周知啓発 

   ・出前講座等による食品ロス削減に関する周知啓発 

   ・幼稚園、保育園や小中学校における食品ロス削減に関する有効な周知方法の調査・ 

    研究 

・「タベスケ」の活用等、飲食店等から排出される食品ロス削減に関する施策の推進 

   ・コンポスト・ぼかし容器の無償貸与制度の利用推進 

   ・買い物袋（マイバッグ）持参運動の推進 

   ・レジ袋使用量削減協力店の認定 

   ・簡易包装や詰め替え商品の利用に関する市民への周知啓発 

   ・食品小売業者等に対する生ごみ等の削減に関する協力要請 

  

 ＜施策２＞再使用の推進（リユース） 

   ・「メルカリ Shops」による不用品売払い 

   ・もったいない市（食器、子供服等）の開催 

   ・不用品活用バンクの利用推進 

   

＜施策３＞ごみの分別と資源化の推進（リサイクル） 

   ・各種資源化物の分別収集及び選別による再資源化の推進 

   ・衣類等、小型家電、靴・革製品等、廃食用油の拠点回収による再資源化 

   ・スーパー等における店頭回収の周知 

   ・警察と連携した資源物等の持ち去り防止 

   ・集団回収報奨金制度の周知 

   ・自治会等が行う資源ごみ集団回収の推進 

   ・新たな分別収集品目・資源化品目（廃プラスチックを含む）の調査研究 

  

 ＜施策４＞ごみ処理有料化の検討 

   ・生活系収集ごみ有料化の調査研究 

   ・一般廃棄物処理手数料見直しの調査研究 

   

＜施策５＞事業系ごみの適正処理や減量の推進 

   ・少量排出事業者制度の運用 

   ・少量排出事業者制度の定着に向けた周知及び違反者対策の推進 

   ・排出事業者へのごみの分別及び適正処理の指導 

   ・市関連施設から排出されるごみの適正処理及び減量の推進 

   ・資源古紙分別に関する指導 
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 ≪基本方針２.ごみの適正処理の推進≫ 

 

  ＜施策１＞収集運搬体制の整備 

   ・安定かつ効率的なごみ収集の実施 

   ・ふれあいさわやか回収の実施 

   ・粗大ごみ戸別収集の実施及び制度の周知 

   ・ごみ集積所の適正管理 

 

  ＜施策２＞中間処理体制の整備 

   ・中間処理施設の適正な維持管理 

   ・予防保全的な設備の更新や修繕による施設の延命化 

   ・環境測定による法令順守 

 

  ＜施策３＞最終処分体制の整備 

   ・最終処分施設の適正な維持管理 

   ・焼却灰等の外部搬出による最終処分場の延命化 

   ・環境測定による法令順守 

   ・新規最終処分場の整備に関する事業の実施 

 

  ＜施策４＞一般廃棄物処理業によるごみ処理 

   ・処理業の許可の更新（収集運搬業１社、処分業２社の見込み） 

   ・収集運搬許可業者の搬入ごみ検査及び立ち入り検査の実施 

 

  ＜施策５＞災害時や緊急時のごみ処理 

   ・災害廃棄物処理計画の見直し 

   ・災害発生時を想定した災害廃棄物仮置場設置運営訓練等の実施 

 

  ＜施策６＞広域的な取り組みの推進 

   ・３市２町による「ごみ処理広域化検討協議会」における一般廃棄物処理施設建設候

補地選定など、ごみ処理広域化の実現に向けた検討・協議 

 

  ＜施策７＞適正処理困難物への対応 

   ・適正処理困難物の指定 

   ・適正処理困難物の処理に関する製造業者や販売店等への協力要請 

   ・適正処理困難物の製造業者や販売業者での処理に関する排出者への協力要請 

 

  ＜施策８＞違法な不用品回収業者への対応 

   ・出前講座等による市民への周知 

   ・市民からの通報等による情報収集及びパトロールの実施 
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 ≪基本方針３.環境衛生の向上≫ 

 

  ＜施策１＞環境美化活動の推進 

   ・自治会や町内会から推薦された環境美化推進員に対する研修会等の実施 

   ・環境美化推進員会に対する補助金の交付 

   ・環境美化推進大会等の環境美化に関するイベントの実施 

   ・自治会や町内会が実施する清掃活動の支援 

 

  ＜施策２＞環境衛生活動の推進 

   ・環境衛生週間ポスター・標語展の実施 

   ・公共の場における死亡動物の回収、処理 

 

  ＜施策３＞不法投棄の防止 

   ・委託事業者、不法投棄監視員等と連携した不法投棄監視パトロールの実施 

   ・通報のあった不法投棄物等の適正処理 

   ・ルール違反ごみ排出者への指導 

   ・ルール違反ごみ対策に関する共同住宅管理者への協力要請 

   ・警察と連携した不法投棄物排出者への対応 

 

 

 ≪基本方針４.市民や事業者の意識啓発と環境教育の推進≫ 

 

  ＜施策１＞周知・啓発活動の推進 

   ・広報誌やホームページ等によるごみの減量や資源化に関する周知啓発 

   ・広報誌やホームページ等を活用したごみの排出方法や分別方法等に関する情報提供 

   ・外国語版「家庭ごみの分け方・出し方」等を通じた外国人に対する情報提供 

   ・ごみ集積所位置図の公開にかかる検討 

   ・自治会等各種団体への出前講座の実施 

   ・ごみ減量アドバイザーや環境美化推進員等との連携・協働による各種事業の実施 

    

  ＜施策２＞環境教育・環境学習の推進 

   ・市内小学校社会科見学等の施設見学の受け入れ 

   ・市内の幼稚園や保育園等での出前講座の実施 

   ・消費者団体との連携・協働による事業の実施 
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１１ 市では処理できない廃棄物 

 

区分 品目例 

法律によりリサイクルが 

義務づけられているもの 

エアコン（室外機含む）、液晶テレビ、プラズマテレビ、 

ブラウン管テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、 

衣類乾燥機、パソコン（ブラウン管）、自動車、 

二輪自動車、消火器 等 

爆発性、毒性、感染性の 

あるもの 

ガソリン、灯油、薬品、ガスボンベ、注射針、注射器、 

針付のチューブ 等 

処理機能に支障が生じる 

もの 

ブロック、農機具（耕運機、トラクター等）、ピアノ、 

耐火金庫、流し台、ガス湯沸かし器、陶器製の便器、 

石製の臼、瓦、レンガ、建築廃材（襖、障子等） 等 

 


